
 

 
 

「（仮称）大分市若者参画条例」の骨子（案） 

１ 目的 

（１）若者の活躍の推進に関する基本理念を定めること。 

（２）若者、市民、地域コミュニティ、学校等、事業者、市民活動団体の役割、市の

責務を明らかにすること。 

（３）若者の活躍推進に関する基本的事項を定めること。 

（４）若者の成長及び社会参画の促進を図ること。 

（５）若者の持つ活力が循環するまちを実現する。 

 

 

２ 定義 

（１）市民 

   市内に住所を有する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。 

（２）若者 

おおむね１６歳から２９歳までの者をいう。 

（３）地域コミュニティ 

   自治会等、地域を基盤に形成された団体をいう。 

（４）学校等 

   高等学校、大学、高等専門学校、専修学校をいう。 

（５）事業者 

   市内において事業活動を行う個人、法人をいう。 

（６）市民活動団体 

   市内において若者の社会参画に関係する団体をいう。 

 

 

 

 



 

 
 

３ 基本理念 

（１）若者が社会の担い手の一員であることを認識し、社会で活躍できるよう社会

的気運を醸成すること。 

（２）若者の意見及び自主性を尊重しつつ、その自主的な活動に対して必要な支援

を行うこと。 

（３）若者、市民、地域コミュニティ、学校等、事業者、市民活動団体及び市が、そ

れぞれの役割または責務を認識し、相互に連携を図りながら協働で取り組むこ

と。 

 

 

 

 

４ 若者の役割 

（１）自らが暮らす地域に関心を深めるとともに、地域コミュニティや市民活動団

体等が取り組む活動や市が実施する施策に積極的に参加または、協力するよう

努めること。 

（２）社会の様々な場面において活躍の場があることを認識し、自主的な活動に取

り組み、その持てる能力や行動力を発揮するよう努めること。 

 

 

 

５ 市民の役割 

（１）若者に対して社会参画に関する必要な情報の提供、助言その他の支援を行う

よう努めること。 

（２）市が実施する施策をはじめ、若者の活躍推進のための取組に協力するよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

６ 地域コミュニティの役割 

（１）若者が参加しやすい活動の実施と活動への参加を促し、地域に関する必要な

情報の提供、助言その他の支援を行うよう努めること。 

（２）市が実施する施策をはじめ、若者の活躍推進のための取組に協力するよう努

めること。 

 

 

 

７ 学校等の役割 

（１）若者の地域活動への参加及び自主的な活動の促進等を通じて、若者の社会参

画を支援するよう努めること。 

（２）市が実施する施策をはじめ、若者の活躍推進のための取組に積極的に協力す

るよう努めること。 

 

 

 

８ 事業者の役割 

（１）若者の自主的な活動に対する支援、交流活動の実施等を通じて、若者の社会

参画を支援するよう努めること。 

（２）市が実施する施策をはじめ、若者の活躍推進のための取組に積極的に協力す

るよう努めること。 

 

 

９ 市民活動団体の役割 

（１）それぞれが目的や理念を実現しようとする活動を通じて、若者の自己形成及

び成長を支援するよう努めること。 

（２）若者が自由に意見を言える環境づくりや、必要な情報の提供、助言その他の

支援を行うよう努めること。 

（３）市が実施する施策をはじめ、若者の活躍推進のための取組に協力するよう努

めること。 



 

 
 

１０ 市の責務 

（１）若者活躍に関する施策を総合的かつ計画的に実施すること。 

（２）施策を実施するに当たっては、若者、市民、地域コミュニティ、学校等、事業

者、市民活動団体等の意見を反映させるよう努めるとともに、相互に連携する

よう努めること。 

（３）若者活躍を推進するための環境整備を図ること。 

（４）この条例の目的を達成するため、必要に応じて財政上の措置その他の措置を

講じること。 

 

 

１１ 推進計画 

（１）若者の活躍推進に関する施策を実施するため、若者の活躍推進に関する計画

を策定すること。 

（２）推進計画は、次に掲げる事項について定めること。 

  ① 若者の活躍に関する基本方針 

  ② 若者の活躍に関する施策 

  ③ 上記①、②に掲げるもののほか、若者の活躍を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

（３）策定に当たっては、若者をはじめとする関係者から広く意見を聴くこと。 

（４）計画を策定したときは、速やかに公表すること。 

 

 

 

１２ 施策の基本となる事項 

（１）若者の意見の収集に関すること。 

（２）若者の参画の仕組みに関すること。 

（３）若者の自主的な活動に対する支援と協力に関すること。 

（４）交流・連携に関すること。 

（５）広報及び啓発に関すること。 

（６）上記（１）～（５）に掲げるもののほか、若者の活躍を推進するために必要な

施策。 



 

 
 

１３ 議会の取組等 

（１）若者の活躍に関する施策が効果的に推進されるよう監視・評価を行うととも

に必要に応じて提言等を行うこと。 

（２）若者と交流する機会を設け、若者の政治参画に対する意識醸成に努めるとと

もに、意見の把握に努めること。 

 

 

 

１４ 委任 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 


